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令和５年度一関市一般会計補正予算（第５号） 





議案第55号 

令和５年度一関市一般会計補正予算（第５号）

 令和５年度一関市の一般会計補正予算（第５号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 5,226,710千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 73,803,308千円とす

る。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表  歳入歳出予算補正」に

よる。 

（繰越明許費）

第２条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第213条第１項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第２表 繰

越明許費」による。 

（地方債の補正）

第３条 地方債の追加及び変更は、「第３表 地方債補正」による。 

  令和５年９月５日提出 

                                            一関市長 佐 藤 善 仁 
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（単位:千円）

款 項

 2 総務費  1 総務管理費

 8 土木費  2 道路橋梁費 道路維持車両管理事業 7,400

第 ２ 表 　繰 越 明 許 費 補 正

事　　業　　名 金　　額

中里市民センター整備事業 500,690
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第 ３ 表   地 方 債 補 正

１　追　加

災害復旧事業

２　変　更

限 度 額 起債の方法 利　　　　　率 償 還 の 方 法 限 度 額 利　　　　　率 償 還 の 方 法

臨時財政対策債 274,380 218,757

生涯学習・文化施設整備
事業

417,000 同　上 同　上 同　上 892,600 同　上 同　上

起 債 の 目的 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

（単位：千円）

普通貸借又は証券発行

年3.50％以内 （ただし、利率
見直し方式で借り入れる資金
について、利率の見直しを
行った後においては、当該見
直し後の利率）

借入先の融資条件による。ただ
し、市財政又は借入先の都合に
より据置期間若しくは償還期限を
短縮し、又は繰上償還若しくは
低利に借換えすることができる。

40,200

同　上

（単位：千円）

起 債 の 目的
補　　　　　正　　　　　前 補　　　　　正　　　　　後

起債の方法

普通貸借又
は証券発行

年3.50％以内
（ただし、利率
見直し方式で
借り入れる資
金について、
利率の見直し
を行った後に
おいては、当
該見直し後の
利率）

借入先の融資
条件による。た
だし、市財政
又は借入先の
都合により据
置期間若しく
は償還期限を
短縮し、又は
繰上償還若し
くは低利に借
換えすることが
できる。

補正前に同じ 補正前に同じ 補正前に同じ
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令和５年度一関市国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 





議案第56号 

令和５年度一関市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）

 令和５年度一関市の国民健康保険特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 111,336千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 12,315,932

千円とする。 

２ 事業勘定の歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表  歳入歳出予算

補正」による。 

  令和５年９月５日提出 

                                            一関市長 佐 藤 善 仁 
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（ア）事業勘定



令和５年度一関市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 





議案第57号 

令和５年度一関市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）

 令和５年度一関市の後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 2,903千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1,475,949千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表  歳入歳出予算補正」に

よる。 

  令和５年９月５日提出 

                                            一関市長 佐 藤 善 仁 
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令和５年度一関市一般会計補正予算に関する説明書（第５号） 





















       （補正部分抜すい）

（単位：千円）

補正前 補正後 補正前 補正後

１.普通債 70,576,070 68,683,169 5,416,280 5,836,257 8,560,749 8,560,749 65,958,677

(１) 総務債 29,402,880 27,692,382 1,400,780 1,820,757 2,905,305 2,905,305 26,607,834

２.災害復旧債 1,192,271 1,341,546 54,700 94,900 267,624 267,624 1,168,822

(１) 補助 407,189 436,487 40,300 54,500 83,090 83,090 407,897

(２) 単独 785,082 905,059 14,400 40,400 184,534 184,534 760,925

合　　計 72,051,389 70,217,622 5,475,980 5,936,157 8,863,326 8,863,326 67,290,453

地方債の前前年度末及び前年度末における現在高並びに当該年度末における現在高の見込みに関する調書　

区　　　分 前前年度末現在高 前年度末現在高

当該年度中増減見込み

当該年度末現在高見込額当該年度中起債見込額 当該年度中元金償還見込額
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令和５年度一関市国民健康保険特別会計補正予算に関する説明書（第１号） 









令和５年度一関市後期高齢者医療特別会計補正予算に関する説明書（第１号） 








